
令和６年度より、経営情報の報告・公表のための

新たな２つの制度が始まります！

介護サービス事業者の経営情報の報告・公表

厚生労働省では、介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく

様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情

報のデータベースを整備し、令和７（2025）年１月から運用を開始します。

介護サービス事業者の皆さまには、以下の経営情報の報告をお願いします。

１. 【新設】 介護サービス事業者の経営情報データベース

介護サービス情報公表制度は、利用者の介護サービス事業者の選択に役立つよう、事業者

に介護サービス情報の報告を求めるものです。

今回の見直しにより、介護経営の健全性等の情報を提供するため、介護サービス事業者の

皆さまには、財務状況の分かる書類の報告をお願いします。

２. 【見直し】 介護サービス情報公表制度の見直し

介護サービス事業者の皆さまへ

報告手段主な報告事項

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

（経営情報DB） ※新システム

・収益・費用の内容

・職員の職種別人員数

・職種別給与（※任意での報告事項）

など
報告期限

毎会計年度終了後、3か月以内

※初年度は、令和7年3月まで

報告手段新たな報告事項

介護サービス情報公表システム ※既存システム・財務状況の分かる書類

（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ

フロー計算書など）

・職員の一人あたりの賃金

（※任意での報告事項）

報告期限

毎年度

（提出期限は都道府県ごとに異なります）

裏面もご確認ください

072181
１


